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令和８年３月１６日 

京都市行財政局管財契約部契約課 

 

   令和８年度向け入札・契約制度の運用の見直しについて 

 

１ 等級格付制度の運用の見直し 

(1) 工事の等級格付申請における技術職員名簿の確認の簡素化 

 工事の等級格付申請で提出する技術職員名簿（経営事項審査に係る申請書類の１つ）の

写しについて、申請者の負担軽減及び審査の効率化のため、令和１０年度（９年秋申請）

から、経営事項審査時点の技術者・資格のみで評価します。 

 現行 令和１０年度（９年秋申請）から 

申請書類 経営事項審査の申請時に添付した技

術職員名簿の写し 

※ 経審に係る審査基準日（決算日）から

１０月末までに採用・資格取得があっ

た場合は、技術者経歴書［追加用］で追

加 

※ 経審に係る審査基準日（決算日）から

１０月末までに退職等があった場合

は、抹消線で技術者を削除 

経営事項審査の申請時に添付した技

術職員名簿の写し 

※ 経審に係る審査基準日（決算日）時点 

 

 

 

※ 経審に係る審査基準日（決算日）時点 
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２ 入札制度の運用の見直し 

(1) 工事、測量・設計等の入札時の設計図書の入札情報館での提供の試行の拡大 

 入札に係る設計図書（図面、設計内訳、特記仕様書等）について、入札参加者の負担軽

減や本市の業務の効率化を図るため、令和８年度から、営繕以外の工事、測量・設計等で

は、掲載先を原則として京都市入札情報館とします。 

 現行 令和８年度から 

ＩＣ 

カード 

利用 

営繕以外の工

事、測量・設計

等 

案件により、次のどちらか 

・ 電子入札システムでダウ

ンロード 

・ 入札情報館でダウンロー

ド 

原則として入札情報館でダ

ウンロード 

営繕工事、設

計等 

電子入札システムでダウン

ロード 

電子入札システムでダウン

ロード 

ＩＤ 

カード 

利用 

（注） 

営繕以外の工

事、測量・設計

等 

案件により、次のどちらか 

・ 契約課内の端末機で複写

承認書を印刷し、設計図書

販売業者で購入 

・ 入札情報館でダウンロー

ド 

原則として入札情報館でダ

ウンロード 

営繕工事、設

計等 

契約課内の端末機で複写承

認書を印刷し、設計図書販売

業者で購入 

契約課内の端末機で複写承

認書を印刷し、設計図書販売

業者で購入 

注 普段ＩＣカードを利用している方がＩＣカードや社内ネットワークの不具合等により、一時的にＩ

Ｄカードの交付を受けて利用する場合を含みます。 

※ 普段ＩＤカードを利用している方は、より便利なＩＣカードの取得を御検討ください。 
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(2) 工事の積算内訳書での労務費等の明記（法改正済み） 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正（令和７年１２月施行分）

を受け、工事の積算内訳書に材料費・労務費・建退共掛金・法定福利費・安全衛生経費の

記載が必要となっていますので、漏れのないようにしてください。 

※ 行の挿入が困難である場合等は、余白又は別紙に記載しても差し支えありません。 

（土木積算基準における積算内訳書の例（関係部分抜粋）） 

改正前（従来） 改正後（現行） 

直接工事費 直接工事費 

うち材料費 

うち労務費 

共通仮設 共通仮設 

共通仮設費 共通仮設費 

共通仮設費（率計上） 共通仮設費（率計上） 

純工事費 純工事費 

現場管理費 現場管理費 

うち法定福利費の事業主負担額 

うち建退共制度の掛金 

工事原価 工事原価 

うち安全衛生経費 

一般管理費等 一般管理費等 

工事価格 工事価格 

消費税及び地方消費税相当額 消費税及び地方消費税相当額 

工事費計 工事費計 

（建築・設備積算基準における積算内訳書の例（関係部分抜粋）） 

改正前（従来） 改正後（現行） 

直接工事費 直接工事費 

うち材料費 

うち労務費 

共通費 共通費 

共通仮設費 共通仮設費 

現場管理費 現場管理費 

うち建退共制度の掛金 

 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 

 工事原価のうち安全衛生経費 

一般管理費等 一般管理費等 

工事価格 工事価格 

消費税及び地方消費税相当額 消費税及び地方消費税相当額 

工事費 工事費 

 上記のほか、国の公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、本市の工事請負契約書も令

和８年度から所要の改正を行います。 
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(3) 工事の労務費ダンピング調査の実施 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正（令和７年１２月施行分）

を受け、令和８年４月公告分から、一部の工事で労務費ダンピング調査を実施します。 

調査対象 予定価格（税込）４億円以上の工事 

調査

方法 

営繕以外

の工事 

受注者の積算内訳書の直接工事費が本市の設計内訳書の直接工事費

×０．９７を下回っている場合は、その理由を聴取します。 

営繕工事 受注者の積算内訳書の直接工事費が本市の工事内訳書の直接工事費

×０．９×０．９７を下回っている場合は、その理由を聴取します。 

調査後の取扱い ・ 受注者が説明した理由が合理的でないと認めた場合や、受注者が

理由の聴取に応じない場合は、受注者に対し、合理的理由なく労務

費を削減しないよう要請するとともに、国土交通省（建設Ｇメン）に

情報提供します。 

（参考）他のダンピング対策 

低入札調査基準価

格、失格基準価格 

・ 入札金額が低入札調査基準価格を下回った場合は、調査（辞退可） 

→ 契約内容に適合した履行がされると認めた場合は、契約（契約保証金の

引上げ、前払金限度額の引下げ、中間前払金の除外、技術者の追加配置、

同じ種目の一定期間の入札参加制限あり） 

→ 契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めた場合は、

入札無効 

→ 調査を辞退した場合は、入札無効 

・ 入札金額が失格基準価格を下回った場合は、入札無効 

最低制限価格 ・ 入札金額が最低制限価格を下回った場合は、入札無効 

 

(4) 工事（予定価格（税込）５千万円以上）の配置技術者の複数候補を落札後直ちに１人に

特定する報告の合理化 

 工事（予定価格（税込）５千万円以上）の入札においては、入札時点で配置技術者を特

定できない場合には、その候補を３名まで提出でき、落札した場合には、直ちに１名に特

定して本市に報告することとしています。一方、契約締結時には、現場代理人等通知書等

により、配置技術者等を本市に通知することとしています。 

 落札者の負担軽減のため、令和８年度から、配置技術者を１人に特定する報告を廃止し、

契約締結時の配置技術者に係る通知に統合します。 

 現行 令和８年度から 

［落札者決定後直ち

に］ 

配置技術者の候補を

１名に特定する報告 

落札決定後直ちに任意様式を用

いてメール・ＦＡＸ等で報告 

（入札時の候補者のうちの１人であ

ることを本市で確認） 

（廃止） 

［契約締結時］ 

配置技術者に係る通

知 

契約締結時に現場代理人等通知

書を用いて契約書等と共に持参 

（１人に特定する報告と同一人であ

ることを本市で確認） 

契約締結時に現場代理人等通知

書を用いて契約書等と共に持参 

（入札時の候補者のうちの１人であ

ることを本市で確認） 
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３ 契約制度の運用の見直し 

(1) 工事、測量・設計等に係る電子契約の対象の拡大 

 手続のデジタル化を推進するため、令和８年度から、工事、測量・設計等に係る電子契

約の対象金額を拡大します。 

 現行 令和８年度から 

対象 

工事 
一般競争入札で予定価格（税込）

２億円超４億円未満の契約 

一般競争入札で予定価格（税込）

１億円超４億円未満の契約 

測量・設計等 
一般競争入札で予定価格（税込）

１億円超の契約 

一般競争入札で予定価格（税込）

５千万円超の契約 

物品等 

一般競争入札（ＷＴＯ協定適用）に

よる契約 

※ 予定価格（税込）４億円以上の

製造の請負、予定価格（税込）８千

万円以上の動産の買入及び売払い

を除きます。 

一般競争入札（ＷＴＯ協定適用）に

よる契約 

※ 予定価格（税込）４億円以上の

製造の請負、予定価格（税込）８千

万円以上の動産の買入及び売払い

を除きます。 

入札方法 
ＩＣカード（電子メールアドレス

登録済み）での入札 

ＩＣカード（電子メールアドレス

登録済み）での入札 

受注者が既に利用し

ている電子契約サー

ビス 

・ ＧＭＯサイン 

・ クラウドサイン 

・ ＧＭＯサイン 

・ クラウドサイン 

※ 契約期間の前年度に入札を行い、仮契約を締結するものを除きます。 

※ 工事の現場代理人等通知書等の契約関係書類は、従来どおり書面（紙）で御提出ください。 

※ 随意契約での取扱いは、それぞれの担当課にお尋ねください。 


